
愛知労働局・ハローワーク

雇用管理（働く環境作り）でお困りの事業主の皆様

労務管理に関する専門的な

知識のある社会保険労務士

がサポートします

■ 従業員の定着について

（短期離職の防止、長期勤務のための方策）
■ 人事管理制度について

（勤務形態、職務基準、資格制度、人事考課）
■ 賃金体系について

（昇給、昇格、各種手当）
教育訓練について

（職種別、職位別等の研修体系の整備）
福利厚生について

（労働者住宅、福利厚生施設、健康管理、機器の導入等
による職場環境の改善）
職場のコミュニケーション管理について

業務管理について

（人員配置、業務プロセスの見直し）
その他、労働者の雇用管理の改善等について

専門家による支援の例

お問い合わせ先
ハローワーク西尾 住所：西尾市熊味町小松島４１－１

TEL：０５６３－５６－３６２２ 担当：近藤

◎相談時間は１回２時間以内

◎最大３回まで相談可能

※ご相談は無料です。

まずはハローワークにご相談ください

STEP１ 申し込み STEP２ 訪問日等の調整 STEP３ 相談する

管轄のハローワークへ相談
内容等を記載した申込書を
提出。

後日、愛知労働局の担当者から
訪問日等のご連絡をさせていた
だきます。

当日は愛知労働局の担当者と
コンサルタント（社会保険労務士）
が訪問し、コンサルティングを
行います。

賃金体系や雇用形態は
どうやって決めればいいの

従業員を採用しても
すぐにやめてしまう

福利厚生の
導入方法が
分からない

従業員が
集まらない


